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第3回理事会
■開催日時 令和3年8月27日（金）午後3時

■開催場所 田原市商工会館2階研修室

■議　　題 第1号議案　新規会員加入承認について
 第2号議案　育児休業等及び介護休業等に関する規程の一部改正について
 第3号議案　中部・北陸実業団対抗駅伝競走大会への協賛について
 第4号議案　第2回「オフロードトライアスロン ｉｎ 田原」への協賛について
 第5号議案　崋山劇上演への協賛について

【報告事項について】
1. 商工会役員視察研修について
2. 「消費税　インボイス制度講習会」について
3. 地域商品券とプレミアム付商品券の状況について
4. 小規模事業者持続化補助金の申請状況について
5. 今後の事業・会議等について
6. その他報告事項

事　業　所　名 事　業　主　名 地　　区 業　　種

海 梅 垣 達 三 神 戸・ 大 草 地 区 飲 食 業

M I Z U T A N I  G A R D E N 水 谷 晶 高 松 地 区 造 園 業

豊 鉄 観 光バス㈱ 田 原 旅 行センター 藤 田 信 彰 神 戸・ 大 草 地 区 旅 行 業

ス タ ー ネ ッ ト ワ ー ク ㈲ 鳥 居 孝 至 特 別 会 員 旅 行 業

メ タ ル ボ ー イ 南 谷 竜 弥 童 浦 地 区 製 造 業

㈱三井化学オペレーションサービス名古屋事業所 出 口 敦 童 浦 地 区 電気ガス供給業

喫 茶　 サ ン ラ イ ト 山 内 冨 美 雄 衣 笠・ 南 部 地 区 飲 食 業

理事会の報告

新規加入会員のご紹介
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田原市商工会地域商品券のご案内

「田原市商工会地域商品券」ってどんな券？

※無期限です。
商品券

商品券

■お祝いや励ましに
（誕生日、出産、入学、結婚、新築 など。）

■季節のご挨拶に
（お中元、お歳暮、お年賀、クリスマス など。）

■日頃のお付き合いに
（お礼・お見舞い など。）

■賞品や景品
（ゴルフコンペ、パーティ、各種大会 など。）

■感謝の気持ちに
（母の日､父の日､敬老の日 など。）

■公式行事や記念日のお祝いに
（各種総会、成人式 など。）

■社内のお祝いに
（昇進､栄転､退職､永年勤続 など。）

■弔事に
（香典返し､法事 など。）

こんな時に …

贈り手

商品券

￥５００ 商品券

￥１０００

商品券の購入

受取手

加盟店

地域商品券のお求めは指定販売所にて

一般消費者・各種団体・企業 など

商品券の利用

消費者の
暮らしと
ともに ！

田原市商工会員のお店や事業所

■ 田 原 市 商 工 会 本所 ☎ 0531-22-6666   9:00～17:00

※土・日・祝日・年末年始は販売致しません。

■ ㈱あつまるタウン田原 ☎ 0531-24-2345 10:00～16:00
※年中無休。 但し、元日は販売致しません。

■ 道の駅 田原めっくんはうす ☎ 0531-23-2525 10:00～16:00
※年中無休。

■ 道の駅 あかばねロコステーション ☎ 0531-45-5088   10:00～16:00
※年中無休。
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1.	概要

対象エリア 愛知県全域

対象期間 2021年7月12日（月）から8月7日（土）まで【27日間】

対象事業者 県内の営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業者（大企業も含む）
※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要

主な要件

営業時間の短縮

午前5時から午後9時まで

・ 業種別ガイドラインを遵守
・ 県の「ニューあいちスタンダード（あいスタ）」の認証を受け、認証ステッカー

を掲示又は県の「安全・安心宣言施設」に登録し、ＰＲステッカーとポスター
を掲示

・ カラオケ設備の利用自粛※1（カラオケボックスを除く）

交付額　※2

○ 中小企業 ※3
 売上高に応じて2.5万円～7.5万円
○ 大企業
 売上高減少額の4割（最大20万円※4）

※1 営業時間内における全面的なカラオケ設備の利用自粛（カラオケ設備の利用時間を短縮した場
合は対象外）

※2 1店舗1日あたりの交付額
※3 大企業と同様、売上高減少額の4割を選択することも可能
※4 20万円又は前年度若しくは前々年度の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額

2.	 申請受付期間
 2021年8月20日（金）から9月30日（木）まで（郵送の場合当日消印有効）

3．	申請方法
 電子申請、WEB申請書作成郵送申請、手書き郵送申請

4．	申請サポートサイト　　
 交付要件、申請方法の御案内のほか、電子申請、Web上での申請書作成、支給額の試算、申請書

等の様式のダウンロードなどが行えます。下記URLよりアクセスしてください。
https://jitan.aichi-kyouryokukin.com/0712

愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠（7/12～8/7）実施分】について
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　愛知県では、飲食店に対する第三者認証制度「ニューあいちスタンダード」（通称「あいスタ」）の申請
を6月28日（水）から受け付けています。
　この度、「あいスタ」制度の普及と飲食店における新型コロナウイルス感染防止対策の徹底強化を図る
ため、「あいスタ」認証店舗（申請中の店舗を含む。）に対して感染防止対策に必要な資機材を配付する
との発表が愛知県よりありました。配布申請を希望される方は、2021年11月30日（火）までに専用Ｗ
ｅｂサイト（https://newaista-ninsho.jp/）にてお申し込みください。
　既に「あいスタ」申請済みの方は、事務局から案内メールが届きますので、そちらから申請が可能です。
申請の際にメールアドレス未登録であった方は、「あいスタ」事務局から案内が郵送される予定です。
　また、田原市商工会では、あいスタＷＥＢ申請の申請代行を行っています。希望される方は、お電話に
てご予約の上商工会までお越しください。
※今後、飲食店の協力金支給申請には「あいスタ認証」を受けていることが必須となります。（10月頃
を予定）

申請の際にお持ちいただく情報、資料
申 請 者 情 報 申請者氏名、申請者のメールアドレス、電話番号
店 舗 情 報 Go To Eat加盟店ID(加盟済みの場合のみ)
必 要 書 類 安全・安心宣言施設PRポスター（取得済みの場合のみ）　営業許可証

田原市商工会　TEL：0531-22-6666
配布資機材
Ａ プ ラ ン CO₂センサー（1台）
Ｂ プ ラ ン パーティション（5枚）
Ｃ プ ラ ン 非接触検温器（1台）

Ｄ プ ラ ン エタノール消毒液（1L×2本）、ハンドソープ（500ml×2本）、多用途洗剤
除菌剤（5L）、ペーパータオル（200枚×2箱）、ビニール手袋（100枚×1箱）

Ｅ プ ラ ン 足踏み式消毒スタンド（1台）（消毒液付き）

＋
あいスタ認証オリジナルマスクケース500枚

　昨今の新型コロナウイルス感染症の流行により、業務効率化目的のデジタル化が進み、自社ホーム
ページの活用、ＳＮＳの利用、インターネット通販サイトによる物販の開始など、ＩＴツール・シス
テムを活用した販売促進活動が増加しています。そうした世の中の動きをふまえ商工会では、インター
ネットを利用した通販サイトの構築等にご興味のある事業所向けに、ＥＣセミナーの受講者を募集し
ています。セミナーはＺＯＯＭアプリを通じて行うので、ご自宅からの受講が可能です。ご興味のあ
る方は、田原市商工会事務局までご報告下さい。
※セミナー年間スケジュール等詳細は、商工会ホームページお知らせ欄をご覧いただくか、商工会ま
で直接お問合せ下さい。

【お問合せ・お申し込み先】　田原市商工会　担当：大林　TEL：0531-22-6666

あいスタ認証制度のＷＥＢ申請及び認証店舗に対する感染防止対策用資機材の配布について

ＥＣ（インターネット通販）セミナー受講者の募集について
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　小規模事業者を取り巻く経営環境は新型コロナウイルスなどの影響によりめまぐるしく変化し、厳
しい状況にあります。
　このような状況に対応していくため、商工会では専門家とともに経営分析を行い、自社を見つめ直
す機会を設けたい事業者を募集しています。
　ご希望される方は商工会までご連絡下さい。

１．対象者 小規模事業者

２．定　員 10名（先着順）

３．費　用 無料

【お問合せ・お申し込み先】　田原市商工会　担当：杉原　TEL：0531-22-6666

【小規模事業者持続化補助金（一般型）】
　小規模事業者※1が、商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って販路開拓や業
務効率化（生産性向上）に取り組む費用の2／3を補助します。
〈公募期限〉 第6回　2021年10月1日（金）第7回　2022年2月4日（金）
〈上 限 額〉 50万円
〈申請方法〉 郵送　または　電子申請
〈取組事例〉 新たな販促用チラシの作成、送付　マスコミを利用した広告宣伝費、WEB広告掲載費　

など

【小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）】
　小規模事業者※1が、商工会の助言等を受け経営計画及び補助事業計画を作成し、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新た
なビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組の費用の3／4を補助します。
〈公募期限〉 第4回　2021年11月10日（水）第5回　2022年1月12日（水）
 第6回　2022年3月9日（水）
〈上 限 額〉 100万円
〈申請方法〉 電子申請にて行います。電子申請には、「ＧビズＩＤプライムアカウント」の取得が必

要です。未取得の方は、予め利用登録を行ってください。詳細は、Ｊグランツのホームペー
ジよりご覧ください。https://www.jgrants-portal.go.jp

〈取組事例〉 ポストコロナ社会を見据えた対人接触機会の減少に資するビジネスモデルへの転換のた
め、飲食店が大部屋を個室にするための間仕切り設置を行い、予約制とするためのシス
テムを導入

※1小規模事業者とは従業員20人以下の商工業者（小売業、卸売業、サービス業（宿泊・娯楽は除く）は5人以下）です。

経営でお困りの方へ～自社の経営を見直して見ませんか！

販路開拓及びコロナ対策事業に取り組む補助金申請者を募集します
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小規模企業共済・経営セーフティ共済制度のご案内



7

　東三河地域内の商工会議所・商工会が実施するビジネスマッチングイベントが開催されます。

１．開催概要

会 期 2022年2月15日（火）・16日（水）10:00～17:00

会 場 豊橋商工会議所

名 称 第10回 “地域の絆” 情報交換・商談会

テ ー マ 「ポストコロナを見据え、東三河の“絆”を強固に、そして地域外に拡大」

参 加 費 無料

２．参加のメリット　
　東三河地域の優良事業所が多く参加する1対1の商談会です。前回開催終了後のアンケートでは、参
加企業の約半数が取引決定や見積もり依頼あり、または商談継続中との回答を頂いているそうです。

３．参加申込・お問合せ先
　参加申込書に必要事項をご記入の上、メールまたはFAXにてお申し込みください。

“地域の絆”情報交換・商談会	事務局（豊橋商工会議所内）
　TEL：0532-53-7211　FAX：0532-53-7210
　メールアドレス：kizuna@toyohashi-cci.or.jp
　※参加申込書等詳細は、商工会だより同封のチラシを
　　ご参照ください。

日　程 行　事　名 時　間 場　所

9月29日（水） 消費税インボイス制度講習会 14：00～ 田原市商工会館

10月13日（水） 優良従業員表彰式 16：30～ 田原市商工会館

10月14日（木） 商工会理事会 15：00～ 田原中部市民館

4月～1月 毎週火曜、木曜 経営相談窓口の開設 13：00～16：00 田原市商工会館

地域の絆　情報交換・商談会

今後の行事予定


